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要  約 
 

 「チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系統とコ

ウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604 系統と除草剤グリホサート耐性トウモ

ロコシ NK603 系統からなる組合せのすべての掛け合わせ品種（既に安全性評価が終

了した 2 品種は除く。）」について申請者提出の資料を用いて食品健康影響評価を行

った。 
 
商品化される品種は、害虫抵抗性及び除草剤耐性の形質が付与された 1 系統、害虫

抵抗性の形質が付与された 1系統及び除草剤耐性の形質が付与された 1系統の計 3系

統を親系統として、従来の手法で掛け合わせて得られたもので、3 系統に付与された

形質を併せ持つ品種である。遺伝的分離によって本品種から収穫される種子には、3
系統の掛け合わせ品種及び任意の 2 系統の掛け合わせ品種（3 品種）の合計 4 品種か

ら収穫される種子と同じものが含まれることとなる。 
これら 4 品種のうち、特定の 2 系統の掛け合わせ品種（2 品種）については既に安

全性評価が終了しており、改めて安全性の確認を必要とするものではないと判断され

ていることから、4 品種のうち安全性評価が終了した 2 品種を除く 2 品種の安全性評

価を同時に行う必要がある。なお、親系統については安全性評価が終了しており、い

ずれもヒトの健康を損なうおそれはないと判断されている。 
 
 本評価対象食品に係る食品健康影響評価では、挿入された遺伝子によって産生され

るタンパク質は植物の代謝経路に影響を及ぼさないこと、掛け合わせ品種は亜種レベ

ル以上の交配でないこと及び摂取量・食用部位・加工法等に変更はないことを確認し

た。 
 
 以上のことから、本評価対象食品については、「遺伝子組換え植物の掛け合わせに

ついての安全性評価の考え方」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基づき、

改めて安全性の確認を必要とするものではないと判断した。
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Ⅰ．評価対象食品の概要 
名 称：チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507

系統とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMIR604系統と除草剤グリ

ホサート耐性トウモロコシ NK603 系統からなる組合せのすべての掛け

合わせ品種（既に安全性評価が終了した 2 品種は除く。）※ 
性 質：チョウ目害虫抵抗性、コウチュウ目害虫抵抗性、除草剤グルホシネート、

除草剤グリホサート耐性 
申請者：デュポン株式会社 
開発者：Pioneer Hi-Bred International, Inc.（米国） 
 

※評価対象食品の具体的な掛け合わせ品種は以下のとおり。 
（１）チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グルホシネート耐性トウモロコシ 1507 系

統（以下「1507」という。）とコウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ MIR604
系統（以下「MIR604」という。）と除草剤グリホサート耐性トウモロコシ NK603
系統（以下「NK603」という。）を掛け合わせた品種。 

（２）MIR604 と NK603 を掛け合わせた品種 
 

商品化される品種は、1507、MIR604 及び NK603 の 3 系統を親系統とし、これ

らを従来からの手法で掛け合わせて得られたもので、3 系統に付与された形質をす

べて併せ持つ品種である。遺伝的分離によって本品種から収穫される種子には、3
系統の掛け合わせ品種及び任意の 2 系統の掛け合わせ品種（3 品種）の合計 4 品種

から収穫される種子と同じものが含まれることとなる。これら 4 品種のうち、1507
と MIR604 及び 1507 と NK603 を掛け合わせた品種については安全性評価が終了

しており、改めて安全性を確認する必要がないと判断されている。したがって、4
品種のうち、安全性評価が終了した 2 品種を除く 2 品種の安全性評価を同時に行う

必要がある。 
なお、親系統である 1507、MIR604 及び NK603 の各系統については安全性評価

が終了しており、いずれもヒトの健康を損なうおそれはないと判断されている。 
 

Ⅱ．食品健康影響評価 
１．挿入された遺伝子による宿主の代謝系への影響はなく、害虫抵抗性、除草剤耐

性の形質が付与されている品種同士の掛け合わせである。 
 （１）Bt タンパク質について 

1507 に導入された改変 cry1F 遺伝子によって産生される改変 Cry1F タンパ

ク質及び MIR604 に導入された改変 cry3A 遺伝子によって産生される改変

Cry3A タンパク質は、いずれも殺虫性タンパク質（Bt タンパク質）であり、

殺虫以外の機能を有することは知られていない。したがって、これらのタンパ

ク質が酵素活性を持つことはないと考えられることから、植物の代謝経路に影

響を及ぼすことはないと考えられる。 
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 （２）PAT タンパク質について 
1507 に導入された pat 遺伝子によって産生される PAT タンパク質は特異的

にグルホシネートをアセチル化する酵素であり、高い基質特異性を有している。

したがって、PAT タンパク質の作用機作は独立しており、植物の代謝経路に影

響を及ぼすことはないと考えられる。 
 

 （３）PMI タンパク質について 
MIR604 に導入された pmi 遺伝子によって産生される PMI タンパク質は、

マンノース－6－リン酸とフルクトース－6－リン酸を可逆的に相互変換する

酵素タンパク質であり、その反応は特異的であり、他の天然基質は知られてい

ない。 
 

 （４）改変 CP4 EPSPS タンパク質について 
NK603 に導入された改変 cp4 epsps 遺伝子によって産生される改変 CP4 

EPSPS タンパク質は、シキミ酸合成経路（芳香族アミノ酸合成経路）の律速

酵素ではなく、EPSPS 活性が増大しても、本経路の最終産物である芳香族ア

ミノ酸の濃度が高まることはないと考えられている。また、EPSPS タンパク

質は、基質であるホスホエノールピルビン酸塩（PEP）とシキミ酸-3-リン酸塩

（S3P）と特異的に反応することが知られている。したがって、改変CP4 EPSPS
タンパク質が植物の代謝経路に影響を及ぼすことはないと考えられる。 

 
以上のことから、いずれの形質も、その作用機作は独立しており、評価対象食

品である掛け合わせ品種において互いに影響し合わないと考えられる。 
 

 ２．亜種レベル以上の交配ではない。 
   掛け合わせた品種は、亜種レベル以上の交配ではない。 
 
 ３．摂取量・食用部位・加工法等に変更はない。 
  従来品種と比較して、摂取量・食用としての使用部位・加工法等の利用方法や

利用目的に変更はない。 
 
 以上、１～３の結果から、本評価対象食品については、「遺伝子組換え植物の掛

け合わせについての安全性評価の考え方」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決

定）に基づき、改めて安全性の確認を必要とするものではないと判断した。 
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